
府中第二小学校  いじめ防止基本方針   

 

１ いじめ対策委員会   

｢府中第二小学校いじめ防止基本方針｣を策定するとともに、その実効的な実施に向けて

「いじめ対策委員会」を設置する。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 拡大いじめ対策委員会  （重大事態発生し学校が必要と認めた場合に設置） 

いじめにより、 

① 児童に心身または財産に重大な被害が生じた疑いがある。または、  

② 児童が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある。  

と認めた校長が迅速に設置できるよう、予め本委員会を準備する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いじめ対策委員会  

構成員 いじめ対策委員会の構成員に加え、教育委員会職員（心理職、指導主事等）及び、校長が必要と認める者（学校関係者等）  


